
ＮＯ．２１８    虎ノ門一丁目地区（組合施行）

計画地

計画の概要

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

放射第２１号線
別に都市計画にお
いて定めるとおり

別に都市計画にお
いて定めるとおり

-

特別区道
第１０１２号線

約７．５ｍ
〔約１５ｍ〕

約１１０ｍ -

特別区道
第１０１３号線

約１２．５ｍ
〔約３０．５ｍ〕

約１９ｍ -

特別区道
第１１６６号線

約５．５ｍ
〔約１１ｍ〕

約６０ｍ -

公
園

公園 - - 約１，２００㎡

建築面積

約８，２５０㎡

建築面積

約２５０㎡

建築敷地面積

A-1 約１０，１００㎡

建築敷地面積

A-2 約３００㎡

都市計画決定

建築敷地の
整備

建築物の整備

A-1

A-2

-

主要用途

- 教会

街
区

建蔽率 容積率
建築物の

高さの限度
壁面の

位置の限度

備考

住宅建設の目標

約１７５，０００㎡
(約１４６，０００㎡）

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

約６００㎡
(約６００㎡）

-

平成２７年７月８日港区告示第１７２号

約１．５ha

　土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、「虎ノ門エリアにおける都市の骨格を形成する都市
交通機能の改善」と「国際的ビジネスセンター虎ノ門に相応しい複合市街地の形成」を実現する。

-

・銀座線虎ノ門駅や日比谷線虎ノ門新駅（仮
称）に連絡する地下歩行者通路や、その地上
出入口等を整備する。
・区道第1012、1166、1013号線の各沿道に歩
道状空地を整備するとともに、虎ノ門ヒルズに
連絡する歩行者デッキの整備を行い、地区内
外の回遊性を高める歩行者ネットワークを形
成する。

-

低層部：２０ｍ -

事務所、店舗、駐車場

整備計画

街
区

建蔽率 容積率
建築物の

高さの限度
主要用途

-

壁面の
位置の限度

- 高層部：１８５ｍ -

延べ面積(容積対象)

(とらのもん1ちょうめ)

２　都市計画の内容

虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業

(高層棟）地上３６階／地下３階
階数 高さ

地区面積

約１．５ha

公共施設の
配置及び規模

備考

拡幅

１　計画の概要

東京都港区虎ノ門一丁目

(教会棟）地上３階 (教会棟）約１９ｍ

(高層棟）鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造

道
路

整備済み

拡幅
(地下歩行者通路出入口を整備する）

整備済み

新設

構造
(教会棟）鉄筋コンクリート造

(高層棟）約１８５ｍ



A-1 約１．６７ha １,４５０％ ４００％ ８０％ ５，０００㎡
高層部GL+１８５ｍ
低層部GL+１５ｍ

Ａ-2 約０．０３ha ４００％ １００％ ８０％ １００㎡ 低層部GL+２０ｍ

都市計画決定

虎ノ門駅南地区 A 約１．５ha －　　　％ －　　　％ －　　　％

都市計画決定

高層棟 高層棟 約８４％

教会棟 教会棟 約７５％

高層棟 高層棟 約１，４５０％

教会棟 教会棟 約１７０％

高層棟 高層棟 ２戸

教会棟 -

教会棟 高層棟 約３００台

教会棟 -

事業認可 総事業費

年　月　日

平成21年7月16日

平成22年12月14日

平成26年8月27日

平成27年7月8日

平成28年1月6日

平成28年6月28日

平成28年7月1日

平成29年2月

平成29年3月24日

令和元年12月13日

令和2年1月15日

令和3年4月20日

令和3年6月23日

事業計画変更認可

組合解散認可

事業計画変更認可

事業計画変更認可

工事完了公告

地区名

６　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

地元地権者による「街づくり意見交換会」 開始

街並み再生地区（虎ノ門駅南地区） 指定

虎ノ門一丁目地区市街地再開発準備組合 設立

建築面積の
最低限度

高さの最高
限度

平成２８年１月６日　東京都告示第１３号
平成２９年３月２４日　東京都告示第５０９号(変更)

令和元年１２月１３日　東京都告示第５６１号（変更）
令和３年４月２０日　東京都告示第６６８号（変更）

用途

住宅戸数

５，０００㎡

容積率の
最低限度

虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業都市計画決定

組合設立認可(事業計画認可）

約１，３０９億円

敷地面積

延べ面積

事務所、店舗、ビジネス支援施設、

駐車場、バスターミナル等

約１０，０６５㎡

約２９５㎡

建築工事着工

３　都市再生特別地区

地区名 面積
容積率の
最高限度

容積率の
最低限度

建蔽率の最
高限度

平成２７年７月８日　東京都告示第１０９４号

５　事業計画の概要

駐車場

面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

平成２７年７月８日　東京都告示第１０９１号

建築面積の最低限度

虎ノ門一丁目
３・１７地区

権利変換計画認可

約１７２，９２０㎡

約５００㎡

教会

建蔽率

容積率

権利変換期日

４　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）



７　位置図

８　区域図

虎ノ門ヒルズ

虎ノ門駅前地区

市街地再開発事業の施行区域

都市再生特別地区の区域

虎ノ門駅南地区 地区計画の区域

環状第二号線新橋・虎ノ門地区

地区計画の区域

歩行者デッキ（新設）

虎
ノ
門
ヒ
ル
ズ

高層棟

愛宕下通り

烏
森
通
り

区道1166号線

区
道
1013

号
線

公園

地下歩行者通路

教会棟

バスターミナル（1Ｆ）

歩行者デッキ（２F)

施行区域



９　完成写真


